
嵐山町役場 環境課・小川地区衛生組合

可燃ごみに混入していた布団類

「衣類」は貴重な「資源」
「布団類」は「粗大ごみ」です

「可燃ごみ」内に「衣類」・「布団類」が混入しています。
これらは、処理施設のコンベヤや機械を詰まらせる原因となります。

必ず分別ルールを守ってください。
特に「衣類」は貴重な「資源」として、リユースや再生原料として

再利用されています。
リサイクルすることで、ごみの減量

化だけでなくCO２の削減にもつながり
ます。また、掛け布団や毛布、シーツ
などの「布団類」は「粗大ごみ」とな
り、ごみステーションに出すことはで
きません。
戸別収集を利用するか、小川地区衛

生組合への直接搬入をお願いします。

「可燃ごみ」として出していませんか？

【注意】 ※長さ40㎝以下

汚れた布類（ぞうきんや古いタオル）

⇒ 「廃プラスチック類」
として出してください。

可燃ごみに混入していた衣類


